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(57)【要約】
【課題】ガラス基板の主平面を、酸化セリウム砥粒を使
用することなくかつ高い研磨速度で研磨して、加工の際
に生じたキズやクラック等を除去し、平滑な主平面を有
する磁気記録媒体用ガラス基板を得るための製造方法を
提供する。
【解決手段】この磁気記録媒体用ガラス基板の製造方法
は、形状付与工程と、主平面研削工程と、主平面研磨工
程とを備える。そして、主平面研削工程は、平均粒径０
．０１μｍ～１５μｍのダイヤモンド砥粒を有する固定
砥粒工具を用いて研削する固定砥粒研削工程を有し、主
平面研磨工程は、シリカ粒子、ジルコニア粒子等の酸化
セリウム粒子以外の平均粒径５ｎｍ～３０００ｎｍの砥
粒を含む研磨液と、研磨パッドを用いて研磨する第１の
研磨工程と、その後平均粒径が５～５０ｎｍのシリカ砥
粒を含む研磨液と研磨パッドを用いて研磨する第２の研
磨工程とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円盤形状のガラス基板を形成する形状付与工程と、
　前記ガラス基板の主平面を研削する主平面研削工程と、
　前記主平面研削工程の後、前記ガラス基板の主平面を研磨する主平面研磨工程と
を備える磁気記録媒体用ガラス基板の製造方法であり、
　前記主平面研削工程は、平均粒径が０．０１μｍ～１５μｍのダイヤモンド砥粒を有す
る固定砥粒工具を用いて、前記ガラス基板の主平面を研削する固定砥粒研削工程を有し、
　前記主平面研磨工程は、シリカ粒子、ジルコニア粒子、ジルコン粒子、酸化マンガン粒
子、チタニア粒子、および酸化鉄粒子からなる群より選ばれる１種以上で平均粒径が５ｎ
ｍ～３０００ｎｍの第１の砥粒を含有する第１の研磨液と、第１の研磨パッドを用いて、
前記ガラス基板の主平面を研磨する第１の研磨工程と、
　前記第１の研磨工程の後、砥粒として平均粒径が５～５０ｎｍのシリカ粒子を含有する
第２の研磨液と第２の研磨パッドを用いて、前記ガラス基板の主平面を研磨する第２の研
磨工程と
を有することを特徴とする磁気記録媒体用ガラス基板の製造方法。
【請求項２】
　前記第１の砥粒は、平均粒径の異なる２種類の粒子を混合してなる混合粒子であり、平
均粒径が大きい方の粒子（大粒子）の平均粒径と平均粒径が小さい方の粒子（小粒子）の
平均粒径との比が、４以上５０以下であり、かつ前記大粒子の混合割合が、第１の砥粒全
体に対して１０～５０体積％である請求項１に記載の磁気記録媒体用ガラス基板の製造方
法。
【請求項３】
　前記第１の研磨液は、ｐＨ１～６の範囲である請求項１または２に記載の磁気記録媒体
用ガラス基板の製造方法。
【請求項４】
　前記第１の研磨液は、カルボン酸基を有する有機酸と該有機酸の塩を含有する請求項１
～３のいずれか１項に記載の磁気記録媒体用ガラス基板の製造方法。
【請求項５】
　前記有機酸は、カルボン酸基を２個以上有する多価有機酸である請求項４に記載の磁気
記録媒体用ガラス基板の製造方法。
【請求項６】
　前記有機酸は、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸、フマル酸、マレイン酸およびフタル酸か
らなる群より選ばれる１種以上である請求項５に記載の磁気記録媒体用ガラス基板の製造
方法。
【請求項７】
　前記有機酸の塩は、リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオンおよびアンモ
ニウムイオンからなる群より選ばれる１種以上の対イオンを有する塩である請求項４～６
のいずれか１項に記載の磁気記録媒体用ガラス基板の製造方法。
【請求項８】
　前記固定砥粒研削工程において、前記ガラス基板の主平面を、該主平面の加工変質層の
深さが１５μｍ以下となるように研削する請求項１～７のいずれか１項に記載の磁気記録
媒体用ガラス基板の製造方法。
【請求項９】
　前記第１の研磨パッドは、研磨面に最大径が３０μｍ～１５０μｍの開口を有する発泡
樹脂製の研磨パッドである請求項１～８のいずれか１項に記載の磁気記録媒体用ガラス基
板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、磁気記録媒体用ガラス基板の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、磁気記録媒体、特に磁気ディスク装置においては、急激な高記録密度化が進んで
いる。磁気ディスク装置では、高速回転する記録媒体（ディスク）上にヘッドを僅かに浮
上させて走査することによって、ランダムアクセスを実現しており、高記録密度と高速ア
クセスを両立させるために、磁気ディスクとヘッドとの間隔（ヘッド浮上量）を小さくす
ること、および磁気ディスクの回転数を上げることが求められる。磁気ディスクの基材は
、従来アルミニウム（Ａｌ）にニッケル－リン（Ｎｉ－Ｐ）メッキを施した基板が主流で
あったが、高剛性で高速回転させても変形しにくく、表面の平滑性が高いガラス基板が使
われるようになってきている。
【０００３】
　このような磁気ディスク装置における高記録密度化に伴い、磁気記録媒体用ガラス基板
への要求特性は年々厳しくなっている。特に、高記録密度を達成するために、ガラス基板
の表面の異物や欠陥を低減して平滑性を向上させることは重要である。
【０００４】
　一般に、磁気記録媒体用ガラス基板を製造するには、板状ガラス等の原材から円盤形状
の素基板を切り出し、中央部に円形の貫通孔を形成した後、貫通孔の内壁を構成する内周
側面の角部分と、ガラス基板の外周を構成する外周側面の角部分との面取り加工を行い、
ガラス基板の内周および外周の側面と面取り部の研磨（端面研磨）を行う。さらに、対向
する１対の主平面を研削してガラス基板の板厚と平坦度を所望の形状とし、該両主平面を
研磨した後、洗浄工程等を経て磁気記録媒体用ガラス基板を得る。
【０００５】
　このような磁気記録媒体用ガラス基板の製造において、主平面の研磨は、主平面を研削
した際に生じた主平面の加工変質層を除去し、主平面を平滑な鏡面に仕上げるために行わ
れる。
【０００６】
　従来から、主平面の平滑化を行う技術として、アルミナ粒子等の遊離砥粒を用いて研削
を行った後、砥粒として酸化セリウム粒子を用いて研磨を行い、さらにシリカ砥粒を用い
て研磨を行う方法が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。また、砥粒を結合材
で固定した固定砥粒工具を用いた研削工程の後、酸化セリウム砥粒を用いて研磨を行い、
さらにシリカ砥粒を用いて研磨（仕上げ研磨）を行う方法も提案されている（例えば、特
許文献２参照。）。これらの方法で研磨に使用されている酸化セリウム粒子は、ガラス材
料に対して化学的に強い相互作用を有するので、高い研磨速度（単位時間あたりの研磨量
）を得ることが可能である。
【０００７】
　しかしながら、近時、レアアース産出国の輸出規制などの影響により酸化セリウムの入
手難や価格高騰が生じており、このような情勢から、酸化セリウム砥粒を使用することな
くかつ高い生産性で、ガラス基板の主平面の平滑化を行う方法が求められている。
【０００８】
　また、酸化セリウムの残留による磁気記録媒体の欠陥を解消するためにも、酸化セリウ
ム砥粒の使用を抑制することは極めて有効である。酸化セリウムは、前記したようにガラ
スとの化学的親和力が大きいため、酸化セリウム砥粒を用いて研磨を行ったガラス基板で
は、表面に酸化セリウム粒子が強固に付着したり埋ったりするため、通常の洗浄では酸化
セリウム粒子を十分に除去することが難しい。そのため、ガラス基板の主平面に酸化セリ
ウム粒子が残留して、磁気記録媒体の欠陥となる問題が生じていた。さらに、表面に強固
に付着した酸化セリウム粒子を除去するには、ガラス基板の表面を強酸やフッ素イオンを
含有する洗浄液で洗浄する方法があるが、このような酸洗浄を行う方法では工程上の負荷
が大きいという問題があった。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１１－１８３９８号公報
【特許文献２】特開２００２－１５０５４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は上記問題を解決するためになされたもので、ガラス基板の主平面を、酸化セリ
ウム砥粒を使用することなくかつ高い研磨速度で研磨して、研削加工や面取り加工の際に
ガラス基板の主平面に生じた加工変質層を除去し、平滑な主平面を有する磁気記録媒体用
ガラス基板を得るための製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、下記［１］～［９］に示す磁気記録媒体用ガラス基板の製造方法を提供する
。
【００１２】
［１］円盤形状のガラス基板を形成する形状付与工程と、
　前記ガラス基板の主平面を研削する主平面研削工程と、
　前記主平面研削工程の後、前記ガラス基板の主平面を研磨する主平面研磨工程と
を備える磁気記録媒体用ガラス基板の製造方法であり、
　前記主平面研削工程は、平均粒径が０．０１μｍ～１５μｍのダイヤモンド砥粒を有す
る固定砥粒工具を用いて前記ガラス基板の主平面を研削する固定砥粒研削工程を有し、
　前記主平面研磨工程は、シリカ粒子、ジルコニア粒子、ジルコン粒子、酸化マンガン粒
子、チタニア粒子、および酸化鉄粒子からなる群より選ばれる１種以上で平均粒径が５ｎ
ｍ～３０００ｎｍの第１の砥粒を含有する第１の研磨液と、第１の研磨パッドを用いて、
前記ガラス基板の主平面を研磨する第１の研磨工程と、
　前記第１の研磨工程の後、砥粒として平均粒径が５～５０ｎｍのシリカ粒子を含有する
第２の研磨液と第２の研磨パッドを用いて、前記ガラス基板の主平面を研磨する第２の研
磨工程と
を有することを特徴とする磁気記録媒体用ガラス基板の製造方法。
【００１３】
［２］前記第１の砥粒は、平均粒径の異なる２種類の粒子を混合してなる混合粒子であり
、平均粒径が大きい方の粒子（大粒子）の平均粒径と平均粒径が小さい方の粒子（小粒子
）の平均粒径との比が、４以上５０以下であり、かつ前記大粒子の混合割合が、第１の砥
粒全体に対して１０～５０体積％である［１］に記載の磁気記録媒体用ガラス基板の製造
方法。
【００１４】
［３］前記第１の研磨液は、ｐＨ１～６の範囲である［１］または［２］に記載の磁気記
録媒体用ガラス基板の製造方法。
【００１５】
［４］前記第１の研磨液は、カルボン酸基を有する有機酸と該有機酸の塩を含有する［１
］～［３］のいずれかに記載の磁気記録媒体用ガラス基板の製造方法。
【００１６】
［５］前記有機酸は、カルボン酸基を２個以上有する多価有機酸である［４］に記載の磁
気記録媒体用ガラス基板の製造方法。
【００１７】
［６］前記有機酸は、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸、フマル酸、マレイン酸およびフタル
酸からなる群より選ばれる１種以上である［５］に記載の磁気記録媒体用ガラス基板の製
造方法。
【００１８】
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［７］前記有機酸の塩は、リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオンおよびア
ンモニウムイオンからなる群より選ばれる１種以上の対イオンを有する塩である［４］～
［６］のいずれかに記載の磁気記録媒体用ガラス基板の製造方法。
【００１９】
［８］前記固定砥粒研削工程において、前記ガラス基板の主平面を、該主平面の加工変質
層の深さが１５μｍ以下となるように研削する［１］～［７］のいずれかに記載の磁気記
録媒体用ガラス基板の製造方法。
【００２０】
［９］前記第１の研磨パッドは、研磨面に最大径が３０μｍ～１５０μｍの開口を有する
発泡樹脂製の研磨パッドである［１］～［８］のいずれかに記載の磁気記録媒体用ガラス
基板の製造方法。
【００２１】
　本明細書において、平均粒径は、粒度分布の累積５０％点の粒子直径であるｄ50を示す
。なお、粒子直径は、レーザー回折・散乱式等の粒度分布計、または動的光散乱方式の粒
度分布測定機を使用して測定した値である。また、「加工変質層」とは、形状付与や面取
りおよび研削等の加工工程において、ガラス基板に生じたキズやクラック等が存在する層
をいう。そして、加工変質層の深さの測定は、ガラス基板の表面を、フッ酸と硝酸等を含
む酸性のエッチング溶液を用いて１～５μｍエッチングし、ガラス基板の主平面に残留す
る加工変質層を等方的にエッチングしてから評価する。
【００２２】
　より具体的には、ガラス基板の表面をエッチングした後、ガラス基板の主平面を所定量
研磨して洗浄と乾燥を行い、エッチング処理により円形状ピットまたは楕円形状ピットと
なった加工変質層を光学顕微鏡で観察することにより実施する。光学顕微鏡の対物レンズ
は２０倍を使用し、観察視野６３５μｍ×４８０μｍで観察を行う。ガラス基板の両主平
面において、０°、９０°、１８０°、２７０°の計８箇所の位置で観察し、円形状ピッ
トまたは楕円形状ピットが観察されなくなった時点におけるガラス基板の主平面の研磨量
を、ガラス基板主平面の加工変質層の最大深さとする。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の製造方法によれば、面取りや主平面の研削等の加工の際にガラス基板の主平面
に生じた加工変質層を、酸化セリウム砥粒を使用することなく除去でき、平滑性が高い主
平面を有する磁気記録媒体用ガラス基板を得ることができる。そして、酸化セリウム砥粒
の不使用により、ガラス基板の主平面への酸化セリウムの付着や、酸化セリウムに起因す
る異物をなくすことができる。さらに、酸化セリウムを除去するための酸洗浄の工程を不
要にできるため、工程上の負荷をより低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明により製造される磁気記録媒体用ガラス基板の断面斜視図である。
【図２】本発明の主平面研削工程に使用される両面研削装置の概略を示す一部断面斜視図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明を実施するための形態について説明するが、本発明は以下に記載される実
施形態に限定されない。
【００２６】
　まず、本発明により製造される磁気記録媒体用ガラス基板の一例を、図１に示す。図１
に示す磁気記録媒体用ガラス基板１０は、中央部に円形の貫通孔（以下、円孔という。）
１１を有する円盤形状を有し、円孔１１の内壁面である内周側面１０１と、外周側面１０
２、および対向する上下１対の主平面１０３からなる円盤形状を有している。そして、内
周側面１０１および外周側面１０２と両主平面１０３との交差部に、それぞれ面取り部１
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０４（内周面取り部および外周面取り部）が形成されている。
【００２７】
　本発明の製造方法においては、以下に示すように、公知の方法で所定の形状を付与され
たガラス板１０の主平面１０３に対して、固定砥粒工具を用いて研削する主平面研削工程
と、砥粒を含有する研磨液と研磨パッドを用いて研磨する主平面研磨工程を順に行う。
　すなわち、まず（１）形状付与および面取り工程で、中央部に円孔１１を有する円盤形
状のガラス基板を形成した後、内周側面１０１および外周側面１０２と両主平面１０３と
の交差部にそれぞれ面取り部１０４を形成する。
【００２８】
　次いで、ガラス基板１０の少なくとも一方の主平面１０３について、（２）主平面研削
工程において、平均粒径が０．０１μｍ～１５μｍのダイヤモンド砥粒を有する固定砥粒
工具を用いて研削（固定砥粒研削）を行った後、（３）主平面研磨工程において、平均粒
径が５ｎｍ～３０００ｎｍの第１の砥粒を含有する第１の研磨液と第１の研磨パッドを用
いて主平面を研磨する第１の主平面研磨と、平均粒径が５～５０ｎｍのシリカ粒子を砥粒
として含有する第２の研磨液と第２の研磨パッドを用いて主平面を研磨する第２の主平面
研磨を順に行う。以下、第１の主平面研磨を行う工程を（３Ａ）第１の研磨工程と示し、
第２の主平面研磨を行う工程を（３Ｂ）第２の研磨工程と示す。ガラス基板の一方（片側
）の主平面だけでなく両方の主平面について、前記固定砥粒研削と第１および第２の主平
面研磨を行うことが好ましい。
【００２９】
　なお、本発明の製造方法においては、各工程間にガラス基板の洗浄（工程間洗浄）やガ
ラス基板表面のエッチング（工程間エッチング）を実施してもよい。また、ガラス基板の
内周側面１０１と外周側面１０２に面取り部を形成した後、内周端面（内周側面１０１と
内周面取り部１０４）および外周端面（外周側面１０２と外周面取り部１０４）を研磨し
、鏡面に仕上げる端面研磨工程（１´）を実施してもよい。また、平均粒径が０．０１～
１５μｍのダイヤモンド砥粒を有する固定砥粒工具を用いて主平面を研削（固定砥粒研削
）する前に、遊離砥粒や固定砥粒工具を用いて主平面を研削してもよい。さらに、磁気記
録媒体用ガラス基板に高い機械的強度が求められる場合、ガラス基板の表層に強化層を形
成する強化工程（例えば、化学強化工程）を、研磨工程前または研磨工程後、あるいは研
磨工程間で実施してもよい。
【００３０】
　以下、前記各工程について、さらに説明する。
＜（１）形状付与および面取り工程＞
　フロート法、フュージョン法またはプレス成形法で成形されたガラス素基板を、中央部
に円孔１１を有する円盤形状に加工した後、所定の幅および角度で面取り加工を行い、内
周面取り部１０４および外周面取り部１０４を形成する。ガラス素基板は、フロート法で
成形されたものでも、フュージョン法またはプレス成形法で成形されたものでもよい。ま
た、基板を構成するガラスは、アモルファスガラスでもよく、結晶化ガラスでもよい。
【００３１】
＜（１´）端面研磨工程＞
　内周側面１０１および外周側面１０２の面取り加工等の際に生じたキズ等を除去し、凹
凸を平滑化して鏡面とするために、ガラス基板の内周端面および外周端面を研磨すること
が好ましい。この工程では、例えば、ガラス基板の複数枚を積層し、研磨液と研磨ブラシ
を用いて研磨を行う。
【００３２】
　内周端面研磨と外周端面研磨を行う順序は特に限定されず、どちらの研磨を先に行って
もよい。研磨液としては、例えば砥粒として酸化セリウム、シリカ粒子、アルミナ粒子、
ジルコニア粒子、ジルコン粒子、炭化ケイ素粒子、炭化ホウ素粒子、ダイヤモンド粒子等
を含む研磨液を使用することが好ましく、酸化セリウム以外の粒子を使用することがさら
に好ましい。端面研磨においても酸化セリウム砥粒を不使用とすることで、レアアースの
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輸出規制に起因する原料の入手難や価格高騰に対応し、安価かつ安定的にガラス基板の研
磨を行うことができる。また、ガラス基板端面への酸化セリウム粒子の付着を防止するこ
とができるので、酸化セリウムの残留によって生じる欠陥をなくすことができる。また、
酸化セリウムを除去するための酸洗浄工程を設ける必要がないので、ガラス基板製造にお
ける工程上の負荷を低減できる。
【００３３】
　また内周端面研磨と外周端面研磨は、１段で実施することが一般的であるが、平均粒径
の異なる砥粒を用いた多段の端面研磨、または異なる種類の砥粒を組み合わせた多段の端
面研磨を実施してもよい。
【００３４】
　このような砥粒の平均粒径は、端面研磨の効率（研磨速度）と研磨により得られる端面
の平滑性等の観点から、０．２～２５μｍとすることが好ましい。砥粒の平均粒径が０．
２μｍ未満の場合には、端面研磨の研磨速度が低くなり、研磨に時間がかかりすぎるため
好ましくない。砥粒の平均粒径が２５μｍを超える場合には、平滑な端面を得ることが難
しく、また砥粒の分散安定性が悪くなるおそれがある。
【００３５】
＜（２）主平面研削工程＞
　主平面研削工程においては、平均粒径が０．０１μｍ～１５μｍのダイヤモンド粒子を
砥粒として有する固定砥粒工具と、研削液を使用し、両面研削装置または片面研削装置に
よりガラス基板の主平面を研削する（固定砥粒研削工程）。前記した加工変質層の深さが
１５μｍ以下となるように、ガラス基板の主平面を研削することが好ましい。
【００３６】
　固定砥粒研削工程に使用される両面研削装置の一例を図２に示す。図２に示す両面研削
装置２０は、上定盤２０１と下定盤２０２およびこれらの間に配設されたキャリア５０を
有する。そして、サンギア２０３とインターナルギア２０４をそれぞれ所定の回転比率で
回転駆動することで、キャリア５０を自転させながらサンギア２０３の周りを公転するよ
うに移動させ、かつ上定盤２０１と下定盤２０２をそれぞれ所定の回転数で回転駆動して
、キャリア５０のガラス基板保持部に保持されたガラス基板６０の上下両主平面を研磨す
る。図２において、符号３０は上定盤２０１の研磨面（上研磨面）を、符号４０は下定盤
２０２の研磨面（下研磨面）をそれぞれ示す。
【００３７】
　上定盤２０１と下定盤２０２のガラス基板６０と対向する研磨面３０，４０には、前記
した平均粒径が０．０１μｍ～１５μｍのダイヤモンド砥粒を有する固定砥粒工具が装着
されている。ガラス基板６０は、キャリア５０のガラス基板保持部に保持された状態で、
上定盤２０１の上研磨面３０と下定盤２０２の下研磨面４０との間に狭持されている。そ
して、ガラス基板６０の両主平面に前記上研磨面３０と下研磨面４０を押圧した状態で、
これらの間に研削液を供給しつつ相対的に動かすことで、ガラス基板６０の両主平面を同
時に研削するようになっている。
【００３８】
　固定砥粒であるダイヤモンド粒子の平均粒径が０．０１μｍ未満である場合には、研削
速度が低くなりすぎて、ガラス基板製造の生産性が著しく悪くなるおそれがある。また、
ダイヤモンド粒子の平均粒径が１５μｍを超える場合には、加工変質層の深さを十分に薄
くすることができず、後述する第１の研磨工程（第１の主平面研磨工程）で、残留する加
工変質層を完全に除去することが難しくなる。また、研削により生じるキズも多くなるた
め、後述する研磨工程後に凹形状欠陥がない主平面を得ることが難しい。
【００３９】
　本発明においては、平均粒径が０．０１μｍ～１５μｍのダイヤモンド粒子を固定砥粒
とする固定砥粒工具を用いて固定砥粒研削を行うことにより、高い加工速度でガラス基板
の主平面を研削し、加工変質層の深さが十分に薄い（１５μｍ以下）ガラス基板を得るこ
とができる。そして、固定砥粒研削工程後の主平面に残留する加工変質層の深さを十分に
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薄く（１５μｍ以下）できるので、第１の研磨工程での加工変質層除去に必要な研磨量を
少なくできる。そのため、第１の研磨工程において、酸化セリウム粒子以外の砥粒を使用
し、主平面に残留する加工変質層を完全に除去することが可能となる。
【００４０】
＜（３Ａ）第１の研磨工程＞
　（３Ａ）第１の研磨工程においては、前記固定砥粒研削工程によって、加工変質層の深
さが例えば１５μｍ以下となるように研削されたガラス基板の主平面を、第１の砥粒を含
有する第１の研磨液と、第１の研磨パッドを用いて研磨し、主平面に残った加工変質層を
除去する。
【００４１】
　第１の砥粒は、シリカ粒子、ジルコニア粒子、ジルコン粒子、酸化マンガン粒子、チタ
ニア粒子、および酸化鉄粒子からなる群より選ばれる１種または２種以上の粒子であり、
５ｎｍ～３０００ｎｍの平均粒径を有する。前記固定砥粒研削工程で、加工変質層の深さ
が十分に薄い（１５μｍ以下）主平面に研削しているため、少ない研磨量でも主平面に存
在する加工変質層を完全に除去することができる。
　第１の砥粒としては、シリカ粒子、ジルコニア粒子、ジルコン粒子が好ましく、シリカ
粒子が特に好ましい。
【００４２】
　第１の砥粒の平均粒径が５ｎｍ未満の場合には、研磨速度が低すぎて、主平面に存在す
る加工変質層を完全に除去することが難しい。第１の砥粒の平均粒径が３０００ｎｍを超
える場合には、表面粗さに優れるガラス基板を得ることが難しくなるばかりでなく、研磨
液中の砥粒の分散安定性が悪くなるおそれがある。また、研磨キズが生じやすくなるため
平滑な主平面とすることが難しくなる。第１の砥粒の平均粒径は、５～１５００ｎｍがよ
り好ましく、５～１０００ｎｍがさらに好ましく、５～５００ｎｍが特に好ましい。
【００４３】
　第１の砥粒として、平均粒径５ｎｍ～３０００ｎｍの範囲で平均粒径の異なる２種類以
上の粒子を混合して使用することができる。以下、混合される平均粒径が大きい方の粒子
を「大粒子」、平均粒径が小さい方の粒子を「小粒子」とし、平均粒径の異なる２種類の
粒子を混合する場合について記載する。
【００４４】
　大粒子と小粒子とを混合した混合粒子を砥粒として使用することにより、研磨速度を効
率的に上げることができ、かつ被研磨面の平滑性もよくすることができる。これは、以下
に示す理由によるものと考えられる。すなわち、砥粒１個当たりの研磨量を増大させるに
は、砥粒の径を増大させる必要があるが、砥粒径を増大させると被研磨面との接触面積が
減少する結果、狙い通りの研磨速度を達成することが難しい。また、砥粒径の増大により
、被研磨面の表面粗さが悪化する。
【００４５】
　大粒子と小粒子とを混合した混合粒子を使用した場合は、大粒子間の隙間が小粒子で埋
められるため、大粒子だけによる研磨に比べてさらに研磨速度が向上する。そのうえ、大
粒子に比べて小粒子の方が被研磨面との接触点がはるかに多くなるため、被研磨面の面質
（表面粗さ）は小粒子による研磨・接触に大きく依存し、その結果得られる平滑性も大粒
子だけで研磨する場合に比べて向上する。
【００４６】
　このような効果を有する大粒子と小粒子との混合粒子において、（大粒子の平均粒径）
／（小粒子の平均粒径）の値は、４以上５０以下が好ましく、６以上４０以下がさらに好
ましい。（大粒子の平均粒径）／（小粒子の平均粒径）が４未満の場合には、大粒子間の
隙間に小粒子が入ることができなくなるため、大粒子と小粒子との混合による研磨速度の
向上を達成することが難しい。（大粒子の平均粒径）／（小粒子の平均粒径）が５０を超
える場合には、粒径の大きすぎる粒子により、被研磨面に深い研磨キズが形成される、被
研磨面の表面粗さが大きくなる、などの不具合が生じるおそれがある。２種類の粒子の平
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均粒径の比（の値）が４以上５０以下である場合に、研磨速度の向上と被研磨面の平滑性
の両立という効果を得ることができる。
【００４７】
　大粒子と小粒子との混合比率は、混合粒子からなる砥粒全体に対して、大粒子を１０～
５０体積％とし、小粒子を９０～５０体積％とすることが好ましい。大粒子の混合比率は
、１０～３５体積％がさらに好ましく、１０～２５体積％が特に好ましい。大粒子の混合
比率が１０体積％未満の場合には、大粒子が少なすぎるため、高い研磨速度が得られない
おそれがある。反対に、大粒子の混合比率が５０体積％を超える場合には、大粒子間の隙
間に対して入り込む小粒子が少なすぎるため、混合による研磨速度の向上と表面平滑性の
両立という効果を十分に得ることが難しい。
【００４８】
　第１の研磨液は、このような第１の砥粒とともに、砥粒の分散媒として水を含有する。
水については特に制限はないが、他の成分に対する影響、不純物の混入、ｐＨ等への影響
の少なさの点から、純水、超純水、イオン交換水等を使用することが好ましい。
【００４９】
　第１の研磨液における前記第１の砥粒の含有割合（濃度）は、管理のしやすさの点から
、研磨液の比重を調整することにより管理することが好ましい。第１の研磨液の比重は１
．０～１．４とすることが好ましく、１．０～１．２の範囲がより好ましい。研磨液の比
重と研磨液中の砥粒の含有割合とは関連づけられており、比重の値から砥粒の含有割合を
容易に求めることができる。そして、研磨液の比重に基づいて砥粒を補充することで、研
磨液における砥粒の含有割合（濃度）を常に一定の範囲に保持し、被研磨部および研磨処
理バッチ間での品質のばらつきを少なくできる。
【００５０】
　また、研磨速度等の観点から、第１の研磨液のｐＨは１～６の範囲であることが好まし
い。第１の研磨液のｐＨが１未満の場合には、被研磨面であるガラス基板の主平面の表面
粗さが大きくなり、平滑性が低下するおそれがある。ｐＨが６を超えると、砥粒が凝集し
やすい、研磨速度が低下する、などの問題がある。なお、第１の研磨液が酸化マンガン粒
子を砥粒として含有する場合、第１の研磨液のｐＨは７以上とすることが好ましい。これ
は、ｐＨが７未満では、酸化マンガンが酸に溶解して研磨速度が十分に得られないおそれ
があるためである。
【００５１】
　そして、ｐＨを１～６の範囲に調整するために、第１の研磨液には、カルボン酸基を有
する有機酸（以下、カルボン酸ともいう。）が含有されていることが好ましい。カルボン
酸基を有する有機酸としては、酢酸、メトキシ酢酸、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸、フマ
ル酸、マレイン酸、フタル酸等が挙げられる。カルボン酸とそのカルボン酸の塩がともに
含有されていることがより好ましい。第１の研磨液が、弱酸であるカルボン酸とその塩と
を含有する場合は、ｐＨ緩衝作用によって、多少の酸や塩基が加えられてもあるいは蒸発
や希釈によって濃度が変化しても、ほとんどｐＨが変動しない。
【００５２】
　ここで、カルボン酸としては、カルボン酸基を２個以上有する有機酸、すなわち２価以
上の多価カルボン酸が好ましく、より具体的には、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸、フマル
酸、マレイン酸およびフタル酸からなる群より選ばれる１種以上の酸であることが好まし
い。そして、これらの有機酸の塩としては、リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウ
ムイオンおよびアンモニウムイオンからなる群より選ばれる１種以上の対イオンを有する
塩が好ましい。対イオンは、ナトリウムイオンであることがより好ましい。
【００５３】
　また、２価以上の多価カルボン酸は、錯形成作用（キレート効果）により、研磨速度を
向上させるとともに、砥粒の凝集を抑制して研磨キズの発生を抑える働きをする。すなわ
ち、２価以上の多価カルボン酸は、ガラスの研磨の際に発生する金属イオンを捕捉して錯
体（キレート）を形成することで、研磨速度の上昇に寄与するとともに、シリカ粒子等の
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砥粒の凝集を抑制する働きをする。
【００５４】
　さらに第１の研磨液は、前記第１の砥粒や前記有機酸等の他に、砥粒の分散剤を含有し
てもよい。分散剤としては、陰イオン性、陽イオン性、ノニオン性、両性の界面活性剤や
界面活性作用のある水溶性ポリマーを使用できる。
【００５５】
　（３Ａ）第１の研磨工程に使用する第１の研磨パッドとしては、軟質または硬質の発泡
樹脂からなるもので、研磨面に最大径が３０μｍ～１５０μｍの開孔を有する研磨パッド
の使用が好ましい。軟質発泡ウレタン樹脂からなる研磨パッドがより好ましい。第１の研
磨パッドの研磨面における開口の最大径が３０μｍ未満である場合には、研磨液（第１の
研磨液）の保持性が十分でなく、効率的な研磨を行うことが難しい。反対に、研磨面にお
ける開口の最大径が１５０μｍを超える場合には、第１の研磨パッドの研磨面の凹凸が大
きくなり、ガラス基板の主平面の表面粗さが悪くなるおそれがある。
【００５６】
　なお、第１の研磨パッドの研磨面に存在する開孔の最大径は、研磨パッドの研磨面を顕
微鏡で観察し、最も大きい開孔の直径（長径）を計ることで測定する。
【００５７】
　こうして、（３Ａ）第１の研磨工程により、ガラス基板の主平面に残留する加工変質層
を完全に除去し、かつ十分に平滑な主平面を得ることができる。（３Ａ）第１の研磨工程
後の主平面の平滑性は、例えば、微小うねり（μＷａ）で表すことができる。微小うねり
（μＷａ）は、表面粗さの程度を表す指標の一つであり、５０μｍ～１２００μｍの周期
を有するうねり成分と定義される。第１の研磨工程後の主平面の表面うねり（μＷａ）が
０．４ｎｍ以下である場合、良好な平滑性を有しており、その後の研磨工程において、磁
気記録媒体用ガラス基板の主平面に求められる平滑性にまで仕上げ研磨することが容易と
なる。
【００５８】
＜（３Ｂ）第２の研磨工程＞
　前記第１の研磨工程によって、加工変質層が完全に除去されかつ十分に平滑化された主
平面を、（３Ｂ）第２の研磨工程において、第２の砥粒を含有する第２の研磨液と第２の
研磨パッドを用いて研磨する。第２の砥粒としては、平均粒径が５～５０ｎｍのシリカ粒
子を使用する。シリカ粒子の平均粒径が５ｎｍ未満の場合には、研磨速度が低くなりすぎ
て研磨に時間がかかりすぎる。平均粒径が５０ｎｍを超える場合には、平滑性に優れる主
平面に研磨することが難しい。シリカ粒子の平均粒径は、５～４０ｎｍの範囲がより好ま
しい。
【００５９】
　第２の研磨液は、砥粒であるシリカ粒子とともに、シリカ粒子の分散媒として水を含有
する。水については特に制限はないが、他の成分に対する影響、不純物の混入、ｐＨ等へ
の影響の少なさの点から、純水、超純水、イオン交換水等を使用することが好ましい。
【００６０】
　第２の研磨液のｐＨは特に限定されるものではないが、ｐＨ１～６であることが好まし
い。また、第２の研磨液は、砥粒であるシリカ粒子の分散剤を含有してもよい。分散剤と
しては、陰イオン性、陽イオン性、ノニオン性、両性の界面活性剤や界面活性作用のある
水溶性ポリマーを使用することができる。
【００６１】
　（３Ｂ）第２の研磨工程においては、第２の研磨パッドとして、軟質の発泡樹脂（例え
ば、軟質発泡ウレタン樹脂）からなるパッドの使用が好ましい。第２の研磨パッドの研磨
面における開口の径は、特に限定されないが、研磨液を十分に保持しかつ被研磨面を平滑
に研磨するために、最大径が１０μｍ～３０μｍであることが好ましい。
【００６２】
　このような（３Ｂ）第２の研磨工程の後は、ガラス基板の精密洗浄を行い、磁気記録媒
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体用ガラス基板を得る。こうして得られた磁気記録媒体用ガラス基板の上に、磁性層など
の薄膜を形成し、磁気ディスクを製造する。
【００６３】
　本発明の製造方法によれば、面取りや研削等の加工の際にガラス基板の主平面に生じた
加工変質層を、酸化セリウム砥粒を使用することなく研磨して除去するとともに、平滑性
が高い主平面を有する磁気記録媒体用ガラス基板を高い生産性で得ることができる。そし
て、酸化セリウム砥粒の不使用により、ガラス基板の主平面への酸化セリウムの付着がな
くなり、酸化セリウムに起因する異物をなくすことができる。さらに、酸化セリウムを除
去するための酸洗浄の工程を不要にできるため、工程上の負荷をより低減できる。
【実施例】
【００６４】
　以下、本発明を実施例および比較例により具体的に説明する。以下の例において、例１
～例９および例１２～例２３は、本発明の実施例であり、例１０および例１１は比較例で
ある。本発明は実施例に限定されるものではない。
【００６５】
　砥粒の平均粒径、研磨液のｐＨは、以下の装置により測定された値である。また、研磨
量、研磨速度、研削工程後の加工変質層の深さ、研磨パッドの開口の最大径、および第１
の研磨工程後のガラス基板の主平面の平滑性（微小うねり）は、下記の方法により測定し
評価した。
【００６６】
［砥粒の平均粒径］
　砥粒の平均粒径は、平均粒径が１５０ｎｍ未満の小粒子の平均粒径については、動的光
散乱方式粒度分布測定機（大塚電子社製：FPAR-1000）を使用し、平均粒径が大きい方の
粒子（大粒子）については、レーザー回折・散乱装置（日機装社製：マイクロトラックMT
3200II）を使用して測定した。
　なお、平均粒径の異なる２種類の粒子を混合してなる混合粒子の平均粒径の測定は、Ｓ
ＥＭ観察により実施した。
【００６７】
［研磨液のｐＨ］
　HORIBA社製のｐＨ計D-51を使用し、２５℃で測定した。
【００６８】
［研磨量］
　主平面研削工程後または第１の研磨工程後のガラス基板を洗浄、乾燥した後、電子天秤
（AND社製HR-202i）を用いて、片面における研磨量（μｍ）を測定した。
【００６９】
［研磨速度］
　前記方法で測定された片面の研磨量（μｍ）を研磨に要した時間（ｍｉｎ．）で除して
、片面における研磨速度（μｍ／ｍｉｎ．）とした。
【００７０】
［加工変質層の深さ］
　主平面研削工程後のガラス基板の表面を、フッ酸と硝酸等を含む酸性のエッチング溶液
を用いて５μｍエッチングした後、ガラス基板の主平面を所定量研磨して洗浄と乾燥を行
い、エッチング処理により円形状ピットまたは楕円形状ピットとなった加工変質層を光学
顕微鏡で観察することにより実施した。光学顕微鏡の対物レンズは２０倍を使用し、観察
視野６３５μｍ×４８０μｍで観察を行った。ガラス基板の両主平面において、０°、９
０°、１８０°、２７０°の計８箇所の位置で観察し、円形状ピットまたは楕円形状ピッ
トが観察されなくなった時点におけるガラス基板の主平面の研磨量を、ガラス基板主平面
の加工変質層最大深さとした。
【００７１】
　また、第１の研磨工程後の主平面の加工変質層の有無は、ガラス基板の表面をフッ酸と
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硝酸等を含む酸性のエッチング溶液を用いて５μｍエッチングした後、ガラス基板の主平
面に円形状ピットまたは楕円形状ピットが存在するか否かを確認することにより判断した
。
【００７２】
［研磨パッドの開口の最大径］
　研磨パッドの研磨面を顕微鏡で観察し、断面に存在する最も大きい開口（孔）の直径を
測定した。
【００７３】
［微小うねり（μＷａ）］
　主平面の表面うねり（μＷａ）を走査型白色干渉計（Zygo社製NewView　5033）により
測定した。
【００７４】
［例１］
　フロート法で成形されたＳｉＯ２を主成分とするガラス板を、外径６５ｍｍ、内径２０
ｍｍ、板厚０．６３５ｍｍの磁気記録媒体用ガラス基板用に、中央部に円孔を有する円盤
形状に加工した。この中央部に円孔を有する円盤状ガラス基板の内周側面と外周側面を、
面取り幅０．１５ｍｍ、面取り角度４５°となるように面取り加工した。
【００７５】
　次いで、内周端面（内周側面と内周面取り部）を研磨ブラシと研磨液を用いて研磨し、
面取り加工等により内周端面に生じたキズを除去し、鏡面となるように研磨した。その後
、外周端面（外周側面と外周面取り部）を研磨ブラシと研磨液を用いて研磨し、面取り加
工等により外周端面に生じたキズを除去し、鏡面となるように研磨した。端面研磨後のガ
ラス基板に対しては、超音波洗浄を行った。
【００７６】
　次いで、上下両主平面を、平均粒径が９μｍのダイヤモンド砥粒を有する固定砥粒工具
（３Ｍ社製、製品名：Ｔｒｉｚａｃｔ９μｍＡＡ１）と研削液を用いて、１６Ｂ型の両面
研磨装置により研削し、公知の方法で洗浄した（主平面研削工程）。洗浄後、主平面に残
留する加工変質層の深さは１３μｍであった。
【００７７】
　次に、（３Ａ）第１の研磨工程で、第１の研磨液と第１の研磨パッドを用い、１６Ｂ型
の両面研磨装置により上下両主平面を研磨し、加工変質層を除去した後、（３Ｂ）第２の
研磨工程で、第２の研磨液と第２の研磨パッドを用い、１６Ｂ型の両面研磨装置により上
下両主平面を平滑な面となるように研磨した。（３Ａ）第１の研磨工程および（３Ｂ）第
２の研磨工程における研磨条件は、以下の通りであった。
【００７８】
　（３Ａ）第１の研磨工程では、第１の研磨液として、平均粒径ｄ50が８０ｎｍのシリカ
粒子を含み、クエン酸およびクエン酸ナトリウムと水を含有するｐＨ３の研磨液を使用し
た。また、第１の研磨パッドとして、研磨面に最大径が８０μｍの開口を有する軟質発泡
ウレタン樹脂製の研磨パッドを使用した。そして、０．１６μｍ／ｍｉｎの研磨速度（片
面）で９４分間研磨した。なお、第１の研磨工程後、前述の方法で主平面における加工変
質層の有無を調べたところ、加工変質層は認められなかった。また、第１の研磨工程後の
主平面の微小うねり（μＷａ）は０．２３ｎｍであった。
【００７９】
　（３Ｂ）第２の研磨工程では、第２の研磨液として、平均粒径ｄ50が２０ｎｍのシリカ
粒子と水を含有する研磨液を使用し、主平面を研磨した。主平面研磨後のガラス基板は、
洗剤を用いたスクラブ洗浄、洗剤溶液に浸漬した状態での超音波洗浄、オーバーフロする
純水に浸漬した状態での超音波リンス洗浄、を順次行い、イソプロピルアルコール蒸気に
て乾燥した。
【００８０】
　洗浄後のガラス基板の主平面に付着した付着粒子を、表面検査装置（装置名：ＫＬＡ　
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Ｔｅｎｃｏｒ社製　ＯＳＡ-６１００）を用いて検出し、検出した付着粒子をＳＥＭ－Ｅ
ＤＸ（装置名：日立製作所社製Ｓ４７００）を用いて調べたが、酸化セリウム粒子の存在
は認められなかった。
【００８１】
［例２～例３および例１５］
　固定砥粒の粒径（平均粒径）を表１あるいは表２に示すように変え、固定砥粒研削工程
を行った。それ以外は例１と同様にして、ガラス基板の形状付与から主平面の研磨までの
工程を順に行った。
【００８２】
　そして、主平面の研削・研磨工程において、固定砥粒研削工程後の加工変質層の深さ、
第１の研磨工程における研磨量と研磨速度と研磨時間、および第１の研磨工程後の主平面
の特性（微小うねり（μＷａ）と加工変質層の有無）を、それぞれ測定した。測定結果を
表１および表２に示す。
【００８３】
　また、研磨終了後のガラス基板の主平面における付着粒子の有無を、前記と同様に表面
検査装置とＳＥＭ－ＥＤＸを用いて調べたところ、例２～３および例１５のいずれにおい
ても、酸化セリウム粒子およびその他の異物の存在は認められなかった。
【００８４】
［例４～例１４］
　第１の研磨液の組成を表１に示すように変えて、（３Ａ）第１の研磨工程を行った。そ
れ以外は例２と同様にして、ガラス基板の形状付与から主平面の研磨までの工程を順に行
った。そして、主平面の研削・研磨工程において、固定砥粒研削工程後の加工変質層の深
さ、第１の研磨工程における研磨量と研磨速度と研磨時間、および第１の研磨工程後の主
平面の特性（微小うねり（μＷａ）と加工変質層の有無）を、それぞれ測定した。測定結
果を表１および表２に示す。
【００８５】
　また、研磨終了後のガラス基板の主平面における付着粒子の有無を、前記と同様に表面
検査装置とＳＥＭ－ＥＤＸを用いて調べたところ、例４～１４のいずれにおいても、酸化
セリウム粒子およびその他の異物の存在は認められなかった。
【００８６】
［例１６］
　固定砥粒工具を使用した固定研削の代わりに、平均粒径９μｍのアルミナ粒子の遊離砥
粒を使用して主平面の研削を行った。それ以外は例２と同様にして、ガラス基板の形状付
与から主平面の研磨までの工程を順に行った。そして、主平面の研削・研磨工程において
、研削工程後の加工変質層の深さ、第１の研磨工程における研磨量と研磨速度と研磨時間
、および第１の研磨工程後の主平面の特性（微小うねり（μＷａ）と加工変質層の有無）
を、それぞれ測定した。測定結果を表２に示す。
【００８７】
　また、研磨終了後のガラス基板の主平面における付着粒子の有無を、前記と同様に表面
検査装置とＳＥＭ－ＥＤＸを用いて調べたところ、酸化セリウム粒子およびその他の異物
の存在は認められなかった。
【００８８】
［例１７～例１８］
　第１の砥粒として、表３に示す平均粒径を有するジルコニア粒子あるいはジルコン粒子
を使用して（３Ａ）第１の研磨工程を行った。それ以外は例２と同様にして、ガラス基板
の形状付与から主平面の研磨までの工程を順に行った。そして、主平面の研削・研磨工程
において、固定砥粒研削工程後の加工変質層の深さ、第１の研磨工程における研磨量と研
磨速度と研磨時間、および第１の研磨工程後の主平面の特性（微小うねり（μＷａ）と加
工変質層の有無）を、それぞれ測定した。測定結果を表３に示す。
【００８９】
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　また、研磨終了後のガラス基板の主平面における付着粒子の有無を、前記と同様に表面
検査装置とＳＥＭ－ＥＤＸを用いて調べたところ、例１７～１８のいずれにおいても、酸
化セリウム粒子およびその他の異物の存在は認められなかった。
【００９０】
［例１９～例２３］
　第１の砥粒として、表３に示すように平均粒径の異なる２種類のシリカ粒子を同表に示
す質量比で混合した混合粒子を使用して、（３Ａ）第１の研磨工程を行った。それ以外は
例２と同様にして、ガラス基板の形状付与から主平面の研磨までの工程を順に行った。そ
して、主平面の研削・研磨工程において、固定砥粒研削工程後の加工変質層の深さ、第１
の研磨工程における研磨量と研磨速度と研磨時間、および第１の研磨工程後の主平面の特
性（微小うねり（μＷａ）と加工変質層の有無）を、それぞれ測定した。測定結果を表３
に示す。
【００９１】
　また、研磨終了後のガラス基板の主平面における付着粒子の有無を、前記と同様に表面
検査装置とＳＥＭ－ＥＤＸを用いて調べたところ、例１９～２３のいずれにおいても、酸
化セリウム粒子およびその他の異物の存在は認められなかった。
【００９２】
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【表１】

【００９３】
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【表２】

【００９４】
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【表３】

【００９５】
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　表１～表３からわかるように、本発明の実施例である例１～例９および例１２～例２３
においては、加工変質層の残留がなく、かつ微小うねり（μＷａ）が十分に小さくて平滑
性に優れた主平面が得られている。特に、（３Ａ）第１の研磨工程で、平均粒径の異なる
２種類の粒子を混合した混合粒子を砥粒として使用した実施例（例１９～例２３）におい
ては、それ以外の実施例に比べて研磨速度がより高くなっており、より短時間で平滑性の
高い主平面が得られている。
【００９６】
　それに対して、平均粒径が１５μｍを超えるダイヤモンド砥粒を有する固定砥粒工具を
用いて主平面の研削を行った例１５では、この研削工程後も深さ１５μｍ超の加工変質層
が残っており、その後の第１の研磨工程で、残留する加工変質層を完全に除去することが
できないことがわかる。また、アルミナの遊離砥粒を用いて主平面の研削を行った例１６
においても、研削工程後深さ１５μｍ超の加工変質層が残るので、その後の第１の研磨工
程で残留する加工変質層を完全に除去することができないことがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００９７】
　本発明によれば、面取りや研削等の加工の際にガラス基板の主平面に生じた加工変質層
を、酸化セリウム砥粒を使用することなく除去し、平滑性が高い主平面を有する磁気記録
媒体用ガラス基板を高い生産性で得る製造方法を提供できる。
【符号の説明】
【００９８】
　１０…磁気記録媒体用ガラス基板、１１…円孔、１０１…内周側面、１０２…外周側面
、１０３…主平面、１０４…面取り部、１０５…外周面取り部、２０…両面研削装置、３
０…上研磨面、４０…下研磨面、５０…キャリア、６０…ガラス基板。

【図１】

【図２】



(19) JP 2012-209010 A 2012.10.25

10

フロントページの続き

(72)発明者  宮谷　克明
            東京都千代田区丸の内一丁目５番１号　旭硝子株式会社内
Ｆターム(参考) 3C049 AA02  AA07  AA09  AA18  AB04  AB08  CA06  CB01  CB02  CB03 
　　　　 　　        CB10 
　　　　 　　  3C058 AA02  AA07  AA09  AB04  AB08  CA06  CB01  CB02  CB03  CB10 
　　　　 　　        DA02  DA12  DA17 
　　　　 　　  4G059 AA09  AC03 
　　　　 　　  5D112 AA02  AA24  BA03  BA09  GA02  GA04  GA09  GA14  GA30 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

